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は　じ　め　に

　IPS（Individual Placement and Support）1,5）は，主に重症

精神障害者を対象とした就労支援として米国で開発・検証

され，本邦においても有効性が確認された根拠に基づいた

臨床実践（evidence‒based practice：EBP）である2,4,6,7,9,12,14）．

　IPSの実践にあたっては 8原則（内容の解説は別稿に譲

る）を理解し遵守することが重要だが，さらに具体的な指

針としてフィデリティ尺度を参考にすることができる．

2012年に Bond, G. R，らが発表した Individual Placement 

and Support fidelity‒25 items version（IPS‒25）3）は，ス

タッフ配置・組織・サービスの 3つの下位尺度をもち，8

原則に則った実践がなされているかどうかについての評価

項目を含む 25の評価項目で構成され，日本語訳も公開さ

れている．IPS‒25に基づいて，日本版個別型援助付き雇用

フィデリティ尺度13,16）も本邦での適用を目的に開発され

た．これらは，就労率との収束的妥当性が確認されている

ため，一読すれば，IPSとしてよい実践を行うのに，どの

ような組織を作ってどのようにサービスを提供すればよい

のかについて理解することができる．

　このように，学術的な観点および純粋に技術的な実施可

能性という観点では，本邦においても普及の条件が整って

きている IPSであるが，2022年 11月現在，IPS実施機関

として日本 IPSアソシエーション（Japan‒Individual 

Placement and Support Association：JIPSA）のホーム

ページで公開されているのは全国で 20施設にすぎない

（登録施設はもう少し多い）．そのうち 15施設は就労移行

支援事業として IPSを提供しており，残りの 5施設が医療

機関である．そのうち 3機関は精神科デイケア内あるいは
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されている．よって本邦の施設においても適切な人員配置を行えば技術的には導入可能で

あり，成果も期待できる就労支援技法である．しかしながら，いまだ国内では就労移行支

援事業あるいは医療機関における心理社会的リハビリテーションとして，少数の機関で実

施されているにすぎない．本稿では，国立精神・神経医療研究センター病院精神科デイケ

アでの実践事例を紹介し，医療サービスとしても障害福祉サービスとしても，IPS を継続

的に実践するのに十分な収益を確保することが難しい本邦の現状を概説する．また，IPS

の普及・社会実装の加速のために必要な制度化にあたっての課題についても考察する．
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デイケアとの連携のもとに IPSを実践していると思われ

る．精神科デイケアは，その施設基準からして多職種で心

理社会的リハビリテーションを提供するのが前提となって

おり，統合失調症を含む重症精神障害の当事者を対象に，

医療と統合された支援を提供する IPSの導入を検討しやす

い環境といえる．しかしながら，現実的には，精神科デイ

ケアで IPSモデルを継続的に実施していくには困難も伴

う．著者は，国立精神・神経医療研究センター（National 

Center of Neurology and Psychiatry：NCNP）病院精神科

デイケア（以下，NCNPデイケア）担当医長として IPSモ

デルの導入にかかわったが，残念なことに，8年間の実践

の後に新規の支援開始を断念する事態となってしまった．

本稿では，NCNPデイケアでの事例を踏まえて，IPSの制

度化の必要性と課題について考察する．

Ⅰ．NCNPデイケアへの IPS 導入とその成果

1．	導入に至る経緯

　NCNP病院の特色の 1つとして，専門疾病センターの設

置が挙げられる．NCNPには病院のほかに 2つの研究施設

（精神保健研究所・神経研究所）が併設されており，特定

の疾患群について，部門横断的に医療者や研究者が協力し

て，高度専門的チーム医療の提供や新しい診断法・治療法

の開発に取り組む体制が作られている．その 1つとして，

2010年に地域精神科モデル医療センター（現・こころのリ

カバリー地域支援センター）が設立された．その目的は，

急性期病棟，地域支援室，訪問看護，精神科デイケア，作

業療法室などの既存部門の機能を再編し，主に重症精神障

害患者を対象としたチーム医療の提供と，包括的な地域精

神科医療のモデル医療を病院周辺の地域に実現しようとす

るものだった．活動の核となったのは，精神保健研究所社

会復帰研究部（現・地域精神保健・法制度研究部）と精神

科デイケア，訪問看護ステーションの 3部門であり，先進

的な臨床活動としてデイケアに課されたのが，リカバリー

支援の文脈での就労支援，特に IPSモデルの導入であっ

た．これは，2010（平成 22）年度より始まった多施設共

同研究，厚生労働科学研究費補助金〔難病・がん等の疾患

分野の医療の実用化研究事業（精神疾患関係研究分野）〕

「『地域生活中心』を推進する，地域精神科医療モデル作り

とその効果検証に関する研究」10）に参加するための要請で

もあった．

2．	NCNPデイケアのリフォーム

　NCNPデイケアも以前は長期滞在型のデイケアであっ

た．それを IPSが実施できるデイケアへ変換するためにリ

フォームを行ったが，最も大きな課題は，量と質の両面に

おけるマンパワーの増強であった．IPSの実装のためには，

就労支援専門スタッフ（employment specialist：ES）の

配置が必須である．加えて，就労支援を下支えする生活支

援を充実させ，スタッフがアウトリーチに出てもデイケア

のプログラムを回せるように，ケースマネジメントを担う

スタッフも補強する必要があった．そこで，研究費を利用

した人員の拡充を行い，リカバリー支援や IPSについての

研修を実施し，スタッフ間での支援理念の統一と，支援技

法の向上を図った．さらに，就労支援と医療の連携を強化

するために，デイケア担当医をチーム精神科医として明確

に位置づけ，必要な場合はチーム精神科医が利用者の主治

医も担当することとした．長期滞在型であったデイケアを

通過型デイケアに変えるため，新規利用者として就労を希

望する患者のみを受け入れることとし，チーム精神科医が

ゲートコントロールを実施するシステムとした．また，研

究担当者も交えた定期的なカンファランスで，支援の進行

状況の把握とクオリティコントロールが実施される体制を

作った．

3．	IPS 導入の成果

　IPS導入当時のデイケアは，1日平均通所者数が 60名程

度（ショートケアの半日利用者は 0.5名と計算）で，年間

の新規通所希望者数が 90名程度であったが，そのなかか

ら年 20～30名ペースの安定した就労者数（一般企業への

競争的就労）を達成した．それに伴い，スタッフ・利用者

ともに，「デイケアは卒業するもの」「重症精神障害をもつ

利用者も就労できる」といった意識改革が進んだ．具体的

には，個別支援やアウトリーチ支援の重要性・有効性に関

するスタッフの理解が深まり，それらにあてるエフォート

が増えたとともに，デイケアリフォーム以前からの長期利

用者の就労や地域移行も進んだ．

　多施設共同研究での効果検証も行われた．無作為化比較

試験において，IPS型の援助付き雇用に認知機能リハビリ

テーションを併用した就労支援は，従来型の相談支援を主

とする就労支援の約 3倍の就労率および就労日数を達成し

た15）．そこからの考察をもとに，「研究から見えてきた，医

療機関と連携した援助付き雇用の支援のガイドライン」8）

が作成され，公開されている．
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Ⅱ．NCNP病院で IPS の継続を断念した理由

　前述したように，NCNPデイケアは 8年間の IPS実践の

のち，継続を断念した．その理由の第 1は，生活支援と就

労支援の分業体制の破綻による，スタッフの負担増であっ

た．利用者の就労が安定してくると，ESの負担は減る一方

で生活全般を支援するケースマネージャーの負担は簡単に

は減らない状況が明らかになってきた．余裕のできた ES

は，次々に新規の利用者を支援しようとし，その分の生活

支援の質・量の向上をケースマネージャーに要請する構図

ができてしまった．さらに，IPSではニーズがある限り支

援を継続するのが原則であり，利用者と就労先企業の両方

の同意がないと支援を終了できないことや，当初 1名で

あった ESを 5年後には 2名に増やしたことで，その構図

に拍車がかかり，ケースマネージメントを担当するスタッ

フの疲弊がさらに進むこととなった．

　理由の第 2は，収益の減少である．精神科デイケアは集

団リハビリテーションと規定されており，その診療報酬は

通所者の人数に比例する．よって，完全な個別支援である

IPSは，デイケアで実施するには収益性の悪い支援といっ

てよい．さらに，利用者が就労や地域移行で卒業していく

といった IPS導入の成果が，翻ってデイケア通所者の減少

につながってしまった．結果として，図で示すように，デ

イケアに登録している人数は減っていないのに，週 2日

（半日利用を 1コマとして週 4コマ）未満の通所者の割合

が増え，診療報酬は下降の一途をたどってしまった．

　理由の第 3は，実際の支援が IPSの原則から乖離して

いってしまったことである．当時のNCNPデイケアでは，

利用者のなかから，ケースマネージャーが就労希望者を就

労プログラムにエントリーすることで支援開始されるシス

テムであった．この就労プログラムは，就労することの意

味や就労に必要な心構え，マナーなどを共有するためのグ

ループワークを主とした集団プログラムであり，ハロー

ワークや企業から就労準備性を要求される現実に対応する

ための方策の 1つでもあったが，実態として，定期的なデ
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イケア通所が困難，あるいはこの集団プログラムに適応で

きない利用者への就労支援が手薄になってしまう結果と

なった．これは，就労したいすべての精神障害者が対象と

なるはずの IPSの原則に反している．また，就労希望者の

なかでも過去に就労経験が少ない利用者は，自分の希望す

る就労のイメージがもちづらいことが往々にしてあるが，

そのような利用者に対して，ESが開拓した求人を支援者

主導のマッチングによりあてがうような支援が混入するよ

うになってきた．このような支援は，IPSだけではなく，

リカバリー支援の理念からも離れているといってよい．

　以上の問題点については，もっぱらサービス提供責任者

たる著者のガバナンスに不十分な点があったと反省してい

る．多施設共同研究に参加していた間は，研究費による支

援とともに，研究プロトコールに従わなくてはならないと

いう点で，研究担当者からも支援内容にコントロールがか

かっていた．ところが 2013（平成 25）年度で研究が終了

した後は，拡充した人員が病院での雇用となったことで収

支のバランスが崩れ，さらにプロトコールによる箍が外れ

てしまったのをリーダーが修正することができなかった．

Ⅲ．IPS 制度化の必要性と課題

　欧米先進諸国と比べたときの本邦の精神科医療の特徴の

1つは，私立の医療機関が大きな役割を担っていることで

ある．さらに公立の病院も続々と独立行政法人化され，従

前以上に経営状態に気を使わなければならなくなってい

る．このような状況下で，精神科医療においても他の医療

分野と同様に，医療行政としての国の方針を実現するため

に診療報酬による誘導が用いられている．近年の精神科領

域での診療報酬改定では，個別支援やアウトリーチ支援が

重視されている一方で，集団療法である精神科デイケアに

ついては，1年以上の利用者について週 4日以上の利用に

制限がかかるなど，その有効性に疑問が呈されているのは

周知の通りである．

　IPSにおいては，医療や生活支援，経済的カウンセリン

グまでが就労支援と統合して提供され，ESは多職種の精

神保健チームと協働する．本邦では専門職としての ESの

認知度は当然のことながら低く，IPSを導入しようとする

場合，既存の精神保健チームの構成員のうちから ESの役

割を担う人材を選定するのが有力である．この点におい

て，医療機関内に IPSチームを形成するアドバンテージが

あると思われるが，現行の診療報酬制度のもとでは，ESが

本人のみならず企業へのアウトリーチを含む個別支援を提

供しても，十分な診療報酬を得るための枠組みが存在しな

い．やむなく既存の枠組みを利用するとした場合，前述し

たように精神科デイケアへの IPS導入が最もハードルが低

いのが実情であろう．しかしながら，NCNPデイケアを立

ち止まらせた出来事は，他のデイケアでも起こる可能性の

あることだと思われる．すなわち，医療機関において IPS

を持続可能なサービスとして提供するうえでの問題は，8

原則あるいはフィデリティ尺度に沿ったサービスの提供を

維持しつつ，いかに収益を確保するかという点に集約され

る．

　そもそも本邦では，医療サービスと障害福祉サービスは

別に考えられており，医療サービスを提供する医療機関

が，障害福祉サービスたる就労支援を提供するという想定

がない．厚生労働省の「精神障害にも対応した地域包括ケ

アシステム構築推進事業」には，多職種アウトリーチ支援

が項目として含まれているが，その手引きをみると，あく

まで精神保健チームの活動は医療サービスの延長線上にと

どまっている．

　それでは，障害福祉サービスとして就労支援を提供する

前提の就労移行支援事業所での IPS実装・普及はどうであ

ろうか．厚生労働省のホームページでは障害福祉サービス

は「訪問系」「日中活動系」「施設系」「居住支援系」「訓練

系・就労系」の 5系統に分類されている11）．つまり，就労

支援は施設訓練モデルが前提となっている．障害福祉サー

ビスにおいて一般企業での就職に向けた訓練・支援を提供

するのは「訓練系・就労系」の就労移行支援事業である

が，制度的に利用者が通所することで報酬が発生する仕組

みとなっており，報酬システムという点においてデイケア

と変わるところはない．利用者が 1日事業所を使ったこと

に対する報酬単価は，高い就労率を達成することで上げる

ことができるので，この点は IPSを導入するうえでの利点

になるかもしれない．しかしながら，なるべく早期に利用

者が就労できるように支援し，就労後の定着支援を重視す

る IPSは，安定した通所者数の確保という点では不利な部

分がある．さらに現行制度では，利用者が就職した際の最

初の 6ヵ月の定着支援について，移行支援事業所は報酬を

受け取れないシステムとなっている．よって，総合的には

IPS導入による報酬上のメリットは少ないのが現実であ

る．加えて，就労移行支援事業所の利用期間については，

基本的に 2年間の制限があることや，職場開拓のエフォー

トが評価されづらいこと，医療との連携が時に困難である
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ことなども，IPSを実践するにあたっての難点といえるだ

ろう．

　以上のように，いかに EBPとして評価が確立している

IPSといえども，本邦における普及や社会実装の加速のた

めには制度化による適切な報酬の付与が必須である．どの

ような対象に，どのような支援を提供すればいいのか，そ

のために必要な人員はどんなものか，支援の質をどのよう

に評価すればよいかなど，報酬化に必要な情報はすでに

揃っている．考えうる障壁は，医療サービスと障害福祉

サービスの両方にまたがる IPSを，どこの報酬体系に位置

づけどのような財源をあてるのかという政策的な問題であ

る．財源の大きさとしては医療財源があてられるのが順当

であろうとは思うが，IPSが EBPであるのはあくまで就労

支援としての評価であって，医療行為としての評価ではな

い．また，IPSをリカバリー支援という視点でみたとき，

その主役は当事者と ES，ケースマネージャーからなる

チームであり，医師ではない．

　IPSの制度化の問題は，同様に EBPでありながら制度化

されていない，包括的地域生活支援（assertive community 

treatment：ACT）とも通じるものがある．IPSに比べれ

ば，まだ ACTのほうが医療サービスと親和性が高く，診

療報酬として利用できる制度も多いと思われるが，両支援

とも，現在国内で実施している機関は持続可能性を高める

ためのさまざまな工夫・苦心をしているのが実情であろ

う．ACTとともに IPSの制度化は，すなわち精神障害者の

リカバリー支援をどのように社会システムのなかに位置づ

けるかという問題であるといってよい．

お　わ　り　に

　現在の医療・福祉制度下で IPSを継続的に実践するにあ

たって，支援の質を保ちつつ収益を確保することに困難さ

があることを，NCNPの実例も挙げつつ概説した．医療や

生活支援と統合された就労支援である IPSは，ACTととも

に重症精神障害者のリカバリー支援として有力かつ必要な

ピースである．良い実践（good practice）を精神疾患当事

者に届けたいという熱意をもってそれらに取り組むパイオ

ニアたちの努力と成果が社会的な要請を生み，制度化への

課題を乗り越える大きな力となることを切に願うものであ

る．

　なお，本論文に関連して開示すべき利益相反はない．
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　　IPS（Individual Placement and Support）is an evidence‒based practice which has eight 

principles to be observed and Japanese version of fidelity scale developed for domestic appli-

cation to show convergent validity with employment rate. Although IPS should be technically 

feasible in Japanese institutions with appropriate staffing and expected to deliver good employ-

ment outcomes, it has been implemented in only a small number of institutions as work transi-

tion support project at welfare offices or psychosocial rehabilitation at medical facilities. This 

paper describes the experience in practicing IPS in psychiatric day care at the National Center 

Hospital, National Center of Neurology and Psychiatry（NCNP）and tries to outline the cur-

rent domestic situation where it is difficult to secure sufficient revenue for the continuous prac-

tice of IPS either as a medical service or as a welfare service. Issues in institutionalization, 

which is deemed necessary to accelerate the social implementation of IPS in Japan, are also 

discussed.
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